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○建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領（昭和45年12月10日付け建設省厚第50号）の一部改正について（新旧対照表）

改 正 案 現 行

(目的) (目的)

第１ 地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。以下同じ。)の所掌す 第１ 地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。以下同じ。)の所掌す

る測量、建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理 る測量、建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理

又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うこと 又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うこと

の請負、又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査業務(地質又は土 の請負、又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査業務(地質又は土

質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土 質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土

木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調 木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調

査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこ 査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこ

れに付随する業務を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。以下同じ。) れに付随する業務を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)

等の請負契約を締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資 等の請負契約を締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資

格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱 格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱

いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年 いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年

勅令第165号。以下「令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特 勅令第165号。以下「令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令(昭和55年政令第300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令 例を定める政令(昭和55年政令第300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令

第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大 第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大

蔵省令第45号)、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成13年国土交通省訓令第 蔵省令第45号)、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成13年国土交通省訓令第

60号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領の 60号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領の

定めるところによるものとする。 定めるところによるものとする。

(一般競争参加資格) (一般競争参加資格)

第２ 地方整備局の長(以下「部局長」という。)は、規則第34条第1項の規定に 第２ 地方整備局の長(以下「部局長」という。)は、規則第34条第1項の規定に

より一般競争に参加する者に必要な資格(以下「一般競争参加資格」という。) より一般競争に参加する者に必要な資格(以下「一般競争参加資格」という。)

を定めるときは、次の各号によるものとする。 を定めるときは、次の各号によるものとする。

一 次のイからホまでに掲げる者でないこと。 一 次のイからホまでに掲げる者でないこと。

イ 令第70条に該当する者 イ 令第70条に該当する者

ロ 令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加 ロ 令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加

させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者 させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者

ハ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 ハ 経営状態が著しく不健全であると認められる者

ニ 第４の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタ ニ 第４の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタ

ント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項につ ント等)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項につ

いて虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 いて虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

ホ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者 ホ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者

二 次のイからニまでに掲げる項目について、別に定めるところにより算定す 二 次のイからニまでに掲げる項目について、別に定めるところにより算定す

る総合点数を付与すること。 る総合点数を付与すること。

イ 定期又は随時の一般競争参加資格審査(規則第34条第4項の規定による一般 イ 定期又は随時の一般競争参加資格審査(規則第34条第4項の規定による一般

競争参加資格の審査をいう。以下同じ。)の申請をする日の直前の事業年度 競争参加資格の審査をいう。以下同じ。)の申請をする日の直前の事業年度

の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前２年の各事業年度の希望業種 の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前２年の各事業年度の希望業種
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区分(当該申請に係る一般競争に参加を希望する業種区分をいう。以下同 区分(当該申請に係る一般競争に参加を希望する業種区分をいう。以下同

じ。)ごとの年間平均実績高 じ。)ごとの年間平均実績高

ロ 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額 ロ 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額

ハ 審査基準日における業種区分ごとの有資格者(業種区分に応じ、別表１の ハ 審査基準日における業種区分ごとの有資格者(業種区分に応じ、別表１の

有資格者の欄に掲げる者をいう。)の数 有資格者の欄に掲げる者をいう。)の数

ニ 審査基準日までの営業年数 ニ 審査基準日までの営業年数

(業種区分) (業種区分)

第３ 一般競争参加資格審査の業種区分は次の各号に掲げるものとする。 第３ 一般競争参加資格審査の業種区分は次の各号に掲げるものとする。

一 測量 一 測量

二 建築関係建設コンサルタント業務 二 建築関係建設コンサルタント業務

三 土木関係建設コンサルタント業務 三 土木関係建設コンサルタント業務

四 地質調査業務 四 地質調査業務

五 補償関係コンサルタント業務 五 補償関係コンサルタント業務

(一般競争参加資格審査の実施) (一般競争参加資格審査の実施)

第３の２ 一般競争参加資格審査は、２年に１回定期の一般競争参加資格審査を 第３の２ 一般競争参加資格審査は、２年に１回定期の一般競争参加資格審査を

行うほか、随時に行うものとする。 行うほか、随時に行うものとする。

(一般競争参加資格審査の資格審査申請書等) (一般競争参加資格審査の資格審査申請書等)

第４ 部局長は一般競争参加資格審査の申請をする者(以下「申請者」という。) 第４ 部局長は一般競争参加資格審査の申請をする者(以下「申請者」という。)

に対し、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント に対し、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント

等)(以下「資格審査申請書」という。)(様式１)を提出させるものとする。 等)(以下「資格審査申請書」という。)(様式１)を提出させるものとする。

２ 資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。 ２ 資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。

一 業態調書(様式２) 一 業態調書(様式２)

二 営業所一覧表(様式３) 二 営業所一覧表(様式３)

三 技術者経歴書(様式４) 三 技術者経歴書(様式４)

四 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書（不動産登記法の施 四 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書（不動産登記法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年法律第124号）第53条第5 行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年法律第124号）第53条第5

項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第52条の規定による 項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第52条の規定による

改正前の商業登記法（昭和38年法律第125号）に規定する商業登記簿謄本を 改正前の商業登記法（昭和38年法律第125号）に規定する商業登記簿謄本を

含む。）又はこれの写し(様式５) 含む。）又はこれの写し(様式５)

五 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し(様式６) 五 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し(様式６)

六 申請者が法人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業年度 六 申請者が法人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業年度

の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表、個 の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表、個

人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業年度の貸借対照表 人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業年度の貸借対照表

及び損益計算書(様式７) 及び損益計算書(様式７)

七 納税証明書の写し（申請者が個人である場合においては、国税通則法施行 七 納税証明書の写し（申請者が個人である場合においては、国税通則法施行

規則（昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。）別紙第９号 規則（昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。）別紙第９号

書式（その３）又は（その３の２）、法人である場合においては、国税規則 書式（その３）又は（その３の２）、法人である場合においては、国税規則

別紙第９号書式（その３）又は（その３の３）） 別紙第９号書式（その３）又は（その３の３））

ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再 ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再

生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出でき 生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出でき
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ない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書 ない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書

の写しを提出できない場合（係争部分以外の租税については納税証明書の写 の写しを提出できない場合（係争部分以外の租税については納税証明書の写

しを提出していることが必要）は、それぞれ租税の納付ができないことを示 しを提出していることが必要）は、それぞれ租税の納付ができないことを示

す書類又は納税額について係争中であることを示す書類 す書類又は納税額について係争中であることを示す書類

３ 申請者がインターネットを使用して申請する場合（以下「インターネット方 ３ 申請者がインターネットを使用して申請する場合（以下「インターネット方

式」という。）は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、申請案内ホームペ 式」という。）は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、申請案内ホームペ

ージからダウンロードして得た入力プログラムを用いて、資格審査用データを ージからダウンロードして得た入力プログラムを用いて、資格審査用データを

別添の入力画面上において作成し、送信させ、前項第四号から第七号までに掲 別添の入力画面上において作成し、送信させ、前項第四号から第七号までに掲

げる書類の提出をもって申請を受け付けるものとする。 げる書類の提出をもって申請を受け付けるものとする。

なお、申請者が電子納税証明書の交付を受けている場合には、前項第七号に なお、申請者が電子納税証明書の交付を受けている場合には、前項第七号に

掲げる書類の提出に代えて、電子納税証明書の送信をもって申請を受け付ける 掲げる書類の提出に代えて、電子納税証明書の送信をもって申請を受け付ける

ことができるものとする。 ことができるものとする。

４ 第２項の場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各 ４ 第２項の場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各

号に定める書類をもって第２項第四号及び第五号に掲げる書類並びに同項第三 号に定める書類をもって第２項第四号及び第五号に掲げる書類並びに同項第三

号及び第六号に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができるもの 号及び第六 号に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができるも

とする。 のとする。

一 測量業者(測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第55条の５第１項の規定に 一 測量業者(測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第55条の５第１項の規定に

より測量業者として登録を受けた者をいう。) より測量業者として登録を受けた者をいう。)

測量法第55条の８に規定する書類の写し 測量法第55条の８に規定する書類の写し

二 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月1 二 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月1

5日建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 5日建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)

建設コンサルタント登録規程第７条に規定する現況報告書の写し 建設コンサルタント登録規程第７条に規定する現況報告書の写し

三 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示 三 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示

第718号)第２条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 第718号)第２条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)

地質調査業者登録規程第７条に規定する現況報告書の写し 地質調査業者登録規程第７条に規定する現況報告書の写し

四 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月2 四 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月2

1日建設省告示第1341号)第２条に規定する登録簿に登録を受けた者をい 1日建設省告示第1341号)第２条に規定する登録簿に登録を受けた者をい

う。) う。)

補償コンサルタント登録規程第七条に規定する現況報告書の写し 補償コンサルタント登録規程第七条に規定する現況報告書の写し

(資格審査申請書等の提出時期) (資格審査申請書等の提出時期)

第５ 資格審査申請書又は資格審査用データの提出時期は、次の各号に掲げると 第５ 資格審査申請書又は資格審査用データの提出時期は、次の各号に掲げると

ころによるものとする。 ころによるものとする。

一 定期の一般競争参加資格審査にあっては、当該審査の認定をする年の前年 一 定期の一般競争参加資格審査にあっては、当該審査の認定をする年の前年

の12月から当該審査の認定をする年の１月までの間で部局長が定める期間 の12月から当該審査の認定をする年の１月までの間で部局長が定める期間

二 随時の一般競争参加資格審査にあっては、随時 二 随時の一般競争参加資格審査にあっては、随時

（資格審査申請書の提出方法等） （資格審査申請書の提出方法等）

第５の２ 第４第１項の規定による提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかに 第５の２ 第４第１項の規定による提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかに

よるものとする。 よるものとする。

一 文書持参方式（定期の一般競争参加資格審査を除く。） 一 文書持参方式（定期の一般競争参加資格審査を除く。）

二 文書郵送方式（定期の一般競争参加資格審査においてはインターネット方 二 文書郵送方式 (定期の一般競争参加資格審査においてはインターネット方
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式では対応していない申請に限る。） 式では対応していない申請に限る。）

２ インターネット方式による場合における第４第２項第四号から第七号までに ２ インターネット方式による場合における第４第２項第四号から第七号までに

掲げる書類の提出は、郵送によるものとする。 掲げる書類の提出は、郵送によるものとする。

３ 第４第１項の規定による提出は、申請者が２以上の部局長による一般競争参 ３ 第４第１項の規定による提出は、申請者が２以上の部局長による一般競争参

加資格審査を希望するときは、当該申請者の本社（本店）の所在地を受付担当 加資格審査を希望するときは、当該申請者の本社（本店）の所在地を受付担当部

部局（別表２に掲げるところによるものとする。第12第３項において同じ。） 局（別表２に掲げるところによるものとする。第12第３項において同じ。）とす

とする部局長に対して行わせるものとする。 る部局長に対して行わせるものとする。

(一般競争参加資格審査) (一般競争参加資格審査)

第６ 部局長は、規則第34条第4項の規定により申請者の一般競争参加資格審査 第６ 部局長は、規則第34条第4項の規定により申請者の一般競争参加資格審査

を行なうときは、次の各号によるものとする。 を行なうときは、次の各号によるものとする。

一 第２第一号に定める資格を有しない者については、一般競争参加資格がな 一 第２第一号に定める資格を有しない者については、一般競争参加資格がな

いと認定する。 いと認定する。

二 前号に掲げる者以外の者については、希望業種区分ごとに、第２第二号の 二 前号に掲げる者以外の者については、希望業種区分ごとに、第２第二号の

総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種 総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業種

区分における順位を付して一般競争参加資格があると認定する。 区分における順位を付して一般競争参加資格があると認定する。

(審査会) (審査会)

第７ 部局長は、一般競争参加資格審査の予備審査を行なうため、競争参加資格 第７ 部局長は、一般競争参加資格審査の予備審査を行なうため、競争参加資格

審査会(以下「審査会」という。)を設けるものとする。 審査会(以下「審査会」という。)を設けるものとする。

２ 審査会の会長は部局長とし、審査員は、当該部局の職員の中から部局長が指 ２ 審査会の会長は部局長とし、審査員は、当該部局の職員の中から部局長が指

名した者とするものとする。 名した者とするものとする。

３ 審査会は２年に１回定期の審査会の会議を開くものとし、会長が必要と認め ３ 審査会は２年に１回定期の審査会の会議を開くものとし、会長が必要と認め

るときは、随時、審査会の会議を開くことができるものとする。 るときは、随時、審査会の会議を開くことができるものとする。

４ 審査会の会議は会長が招集するものとし、会長及び審査員の過半数が出席し ４ 審査会の会議は会長が招集するものとし、会長及び審査員の過半数が出席し

なければ会議を開くことができないものとする。 なければ会議を開くことができないものとする。

(一般競争参加資格の有効期間) (一般競争参加資格の有効期間)

第８ 第６の規定により認定した一般競争参加資格の有効期間は、その認定の日 第８ 第６の規定により認定した一般競争参加資格の有効期間は、その認定の日

から次期の定期の一般競争参加資格審査に基づく一般競争参加資格の有効期間 から次期の定期の一般競争参加資格審査に基づく一般競争参加資格の有効期間

の開始日の前日までとする。 の開始日の前日までとする。

(有資格業者名簿の様式) (有資格業者名簿の様式)

第９ 部局長は、規則第34条第4項の規定により名簿を作成するときは、有資格 第９ 部局長は、規則第34条第4項の規定により名簿を作成するときは、有資格

業者名簿(様式特２)により行うものとする。 業者名簿(様式特２)により行うものとする。

(有資格業者名簿等の送付) (有資格業者名簿等の送付)

第10 部局長は、第９の有資格業者名簿を作成したときは、当該部局所属の支出 第10 部局長は、第９の有資格業者名簿を作成したときは、当該部局所属の支出

負担行為担当官、代理支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官(以下 負担行為担当官、代理支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官(以下

「支出負担行為担当官等」という。)並びに国土交通省大臣官房地方課長に当 「支出負担行為担当官等」という。)並びに国土交通省大臣官房地方課長に当

該名簿を送付するものとする。 該名簿を送付するものとする。

(一般競争参加資格認定通知書の様式) (一般競争参加資格認定通知書の様式)

第11 部局長は、規則第34条第6項の規定により通知するときは、一般競争(指名 第11 部局長は、規則第34条第6項の規定により通知するときは、一般競争(指名

競争)参加資格認定通知書(様式特３（イ)及び（ロ））により行うものとす 競争)参加資格認定通知書(様式特３（イ)及び（ロ）)により行うものとす
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る。 る。

(変更等の届出) (変更等の届出)

第12 部局長は、申請者又は第6第2号の規定により、一般競争参加資格があると 第12 部局長は、申請者又は第6第2号の規定により、一般競争参加資格があると

認定した者(以下「有資格業者」という。)が、次の各号の一に該当することと 認定した者(以下「有資格業者」という。)が、次の各号の一に該当することと

なったときは、当該各号に掲げる者に、すみやかに、その旨を届出させるもの なったときは、当該各号に掲げる者に、すみやかに、その旨を届出させるもの

とする。 とする。

一 死亡したときは、その相続人 一 死亡したときは、その相続人

二 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者

三 法人が破産により解散したときは、破産管財人 三 法人が破産により解散したときは、破産管財人

四 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人 四 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

五 廃業したときは、本人又は役員 五 廃業したときは、本人又は役員

２ 部局長は、有資格業者に第11の通知をした後において次の各号に掲げる事項 ２ 部局長は、有資格業者に第11の通知をした後において次の各号に掲げる事項

について変更があった場合においては、速やかに、一般競争(指名競争)参加資 について変更があった場合においては、速やかに、一般競争(指名競争)参加資

格審査申請書変更届(様式8)によりその旨を届け出させるものとする。 格審査申請書変更届(様式8)によりその旨を届け出させるものとする。

一 住所、電話番号又はファクシミリ番号（営業所の新設又は廃止の場合を含 一 住所、電話番号又はファクシミリ番号（営業所の新設又は廃止の場合を含

む。） む。）

二 商号又は名称 二 商号又は名称

三 法人である場合においては代表者の役職及び氏名、個人である場合におい 三 法人である場合においては代表者の役職及び氏名、個人である場合におい

てはその者の氏名 てはその者の氏名

四 本社（本店）以外の営業所（一般社団法人及び一般財団法人にあつては、 四 本社（本店）以外の営業所（一般社団法人及び一般財団法人にあつては、

事務所。以下この号において同じ。）の名称、所在地、電話番号又はファク 事務所。以下この号において同じ。）の名称、所在地、電話番号又はファク

シミリ番号 シミリ番号

五 資格審査申請書に記載した登録を受けている事業 五 資格審査申請書に記載した登録を受けている事業

六 業務に係る登録の有無及び希望業務 六 業務に係る登録の有無及び希望業務

七 資本関係に関する事項又は役員の兼任に関する事項 七 資本関係に関する事項又は役員の兼任に関する事項

３ 前２項の規定による届出は、申請者又は有資格業者の本社（本店）の所在地 ３ 前２項の規定による届出は、申請者又は有資格業者の本社（本店）の所在地

を受付担当部局とする部局長に対して行わせるものとする。 を受付担当部局とする部局長に対して行わせるものとする。

４ 部局長は、前項の届出があったときは、その内容を当該部局所属の支出負担 ４ 部局長は、前項の届出があったときは、その内容を当該部局所属の支出負担

行為担当官等に通知するものとする。 行為担当官等に通知するものとする。

(一般競争参加資格の認定の取消し等) (一般競争参加資格の認定の取消し等)

第13 部局長は、有資格業者から第12第１項の届出があったときは、審査会の予 第13 部局長は、有資格業者から第12第１項の届出があったときは、審査会の予

備審査を経ないで直ちに、第２第一号イからホまでの一に該当することとなっ 備審査を経ないで直ちに、第２第一号イからホまでの一に該当することとなっ

たとき、又は不正の手段により一般競争参加資格の認定を受けたときは、遅滞 たとき、又は不正の手段により一般競争参加資格の認定を受けたときは、遅滞

なく審査会の予備審査を経て、それぞれ一般競争参加資格の認定を取り消すも なく審査会の予備審査を経て、それぞれ一般競争参加資格の認定を取り消すも

のとする。 のとする。

２ 部局長は、前項の規定により一般競争参加資格の認定を取り消したときは、 ２ 部局長は、前項の規定により一般競争参加資格の認定を取り消したときは、

一般競争(指名競争)参加資格認定取消通知書(様式特４)により当該有資格業者 一般競争(指名競争)参加資格認定取消通知書(様式特４)により当該有資格業者

又は第12第１項各号に掲げる者にその旨を通知するとともに、第９の有資格業 又は第12第１項各号に掲げる者にその旨を通知するとともに、第９の有資格業

者名簿から当該有資格業者に係る記載事項を抹消すべき旨を当該部局所属の支 者名簿から当該有資格業者に係る記載事項を抹消すべき旨を当該部局所属の支

出負担行為担当官等及び国土交通省大臣官房地方課長に通知するものとする。 出負担行為担当官等及び国土交通省大臣官房地方課長に通知するものとする。
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(指名競争参加資格) (指名競争参加資格)

第14 部局長は、規程第36条第１項の規定により指名競争に参加する者に必要な 第14 部局長は、規程第36条第１項の規定により指名競争に参加する者に必要な

資格を定めるときは、一般競争参加資格と同一に定めるものとする。 資格を定めるときは、一般競争参加資格と同一に定めるものとする。

(指名基準) (指名基準)

第15 部局長は、規則第36条第１項の規定により指名競争に参加する者を指名す 第15 部局長は、規則第36条第１項の規定により指名競争に参加する者を指名す

る場合の基準を定めるときは、次の各号に掲げるところによるものとする。 る場合の基準を定めるときは、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 支出負担行為担当官等は、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務 一 支出負担行為担当官等は、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務

及び補償関係コンサルタント業務を指名競争に付そうとするときは、当該業 及び補償関係コンサルタント業務を指名競争に付そうとするときは、当該業務の

務の予定価格等を勘案して指名しなければならない。 予定価格等を勘案して指名しなければならない。

二 支出負担行為担当官等は、指名競争に参加する者を指名しようとするとき 二 支出負担行為担当官等は、指名競争に参加する者を指名しようとするとき

は、次のイからトまでに掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度にお は、次のイからトまでに掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度にお

ける指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないよう ける指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないよう

にしなければならない。 にしなければならない。

イ 不誠実な行為の有無 イ 不誠実な行為の有無

ロ 審査基準日以降における経営状況 ロ 審査基準日以降における経営状況

ハ 審査基準日以降における業務成績 ハ 審査基準日以降における業務成績

ニ 手持業務の状況 ニ 手持業務の状況

ホ 当該業務における技術的適性 ホ 当該業務における技術的適性

ヘ 審査基準日以降における安全管理の状況 ヘ 審査基準日以降における安全管理の状況

ト 審査基準日以降における労働福祉の状況 ト 審査基準日以降における労働福祉の状況

(契約状況の報告) (契約状況の報告)

第16 部局長は、当該部局所属の支出負担行為担当官等が前会計年度に締結した 第16 部局長は、当該部局所属の支出負担行為担当官等が前会計年度に締結した

測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業 測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業

務の請負契約の状況について、毎年５月３１日までに国土交通省大臣官房地方課 務の請負契約の状況について、毎年５月３１日までに国土交通省大臣官房地方課

長に報告しなければならない。 長に報告しなければならない。

附 則 附 則

（適用） （適用）

１ この要領は、昭和46年度以後に締結する測量及び建設コンサルタント業務の この要領は、昭和46年度以後に締結する測量及び建設コンサルタント業務の請

請負契約に係る請負業者の選定等に関する事務処理について適用する。 負契約に係る請負業者の選定等に関する事務処理について適用する。

（新型コロナウイルス感染症に係る一般競争参加資格審査の特例）

２ 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度（国税

通則法（昭和37年法律第66号）に基づく納税の猶予、国税徴収法（昭和34年法

律第147号）に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対

応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第25号）に

基づく特例猶予をいう。以下この項において同じ。）の適用を受けたため、第

４第２項第七号に掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、国税

の猶予制度の適用を受けていることを示す書類を資格審査申請書に添付させる

ものとする。
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附 則（令和２年５月29日付け国地契第10号）

この通知による改正後の建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領

は、地方整備局の所掌する測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補

償関係コンサルタント業務の請負契約を令和２年５月29日以降に締結する場合の

一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競

争に参加する者の選定等に関する事務の取扱いについて適用する。


